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NASVA

事業⽤⾃動⾞総合安全プラン２０２０における講ずべき施策と
ＮＡＳＶＡ安全指導業務に関する取組の構造
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２．指導講習

３．運輸安全
マネジメント

１．適性診断



NASVA

全国５０⽀所を拠点に、⾃動⾞運送事業における事業⽤⾃動⾞の運転者に対して、性格、
安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能など⼼理及び⽣理の両⾯から個⼈の特性を把握
し、安全運転に役⽴つようきめ細かなアドバイスを⾏います。

⼀般診断以外の各種診断は、受診結果を基にカウンセラーがカウンセリング⼿法を⽤いて
助⾔・指導を実施します。

また、全国６運輸局及び６運輸⽀局より「適性診断の確実な受診について」に関する
が通達の発出があり、受診の促進が図られております。

（１）【任意】適性診断の種類

１．適性診断業務
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① ⼀般診断

安全運転に必要な運転特性を明らかにするために、⼼理・⽣理⾯から測定を⾏い、各
個⼈の⻑所、短所（くせ）を⾒いだす基本的な診断、３年に1回程度の定期受診を促進

☆カウンセリング付き⼀般診断☆ ⼀般診断を受診した⽅に対して、⽇頃の運転ぶりを
振り返りつつ、受診結果と運転ぶりを照らし合わせ、今後の⾃⾝の安全運転を考えて
いただき、交通事故の未然防⽌のため必要な運転⾏動等について助⾔・指導を実施。

② 特別診断

⼀般診断を受診した⽅に対して、運転経歴等を参考に、⼀般診断よりさらに精密な運転性向（運転に関る性質の傾
向）の諸特性を明らかにし、交通事故の未然防⽌のため必要な運転⾏動等について助⾔・指導を実施

【講ずべき施策 フォローアップ表４.②】

今後取り組むべき課題︓適性診断の徹底及び受診結果を踏まえた指導・監督、職場環境の整備等
施策︓適性診断の徹底と活⽤促進

実績︓R元年度（H30年度） 252,857（ 249,809 ）⼈ 対前年⽐１０１％

実績︓ R元年度（H30年度） 145（169）⼈ 対前年⽐８６％



NASVA
（２）【義務】適性診断の種類

④ 特定診断Ⅱ（義務）

③ 特定診断Ⅰ（義務）
死亡⼜は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の１年間に事故を起こしたことがない者
軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の３年間に事故を起こした事がある者

・当該事故を起こした後、再度事業⽤⾃動⾞に乗務する前

死亡⼜は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の１年間に事故を起こした者
・当該事故を起こした後、再度事業⽤⾃動⾞に乗務する前

１．適性診断業務
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① 初任診断（義務）
新たに⾃動⾞運送事業者に採⽤された事業⽤⾃動⾞の運転者

・旅客︓当該旅客⾃動⾞運送事業者において、事業⽤⾃動⾞の運転者として選任する前
・貨物︓当該貨物⾃動⾞運送事業者において、初めてトラックに乗務する前
★事業⽤⾃動⾞の運転者として⾃覚、交通事故の未然防⽌のため必要な運転⾏動、

留意点等について助⾔・指導を実施。

② 適齢診断（義務）
65歳以上の事業⽤⾃動⾞の運転者

・旅客（個⼈タクシー事業者以外）65歳に達した⽇以後1年以内に1回、その後75歳に達するまで3年以内ごとに1回
75歳に達した⽇以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回

・「個⼈タクシー事業者」︓当該事業の許可に付された期限の更新の⽇において、65歳以上である場合、当該期限の更新の申請前
・貨物︓65歳に達した⽇以後1年以内、その後3年以内ごとに1回
★加齢による⾝体機能の変化が、運転⾏動へ与える影響について認識してもらい、交通事故の未然防⽌のため、

⾝体機能の変化に応じた運転⾏動等について助⾔・指導を実施

【講ずべき施策 フォローアップ表４.②】

実績︓ R元年度（H30年度） 142,048（142,160）⼈ 対前年⽐１００％

実績︓ R元年度（H30年度） 79,448（76,846）⼈ 対前年⽐１０３％

実績︓ R元年度（H30年度） 2,735（2,792）⼈ 対前年⽐９８％

実績︓ R元年度（H30年度） 74（66）⼈ 対前年⽐１１２％



NASVA

（３）診断にかかる各測定調査の内容

１．適性診断業務

5

測定事項／測定調査項⽬ 調査内容 調査⽅法
（測定機器）

性 格 特 性

感情の安定性 

性格の特性により、どのような運転⾏動をとりやすいかということを調べる。 質問紙法（選択回答） 協調性 
気持ちのおおらかさ 
他⼈に対する好意 

態 度 特 性
安全態度 交通道徳等安全運転に対する考え⽅を調べる。 質問紙法（選択回答）若

しくは模擬運転による
⽅法危険感受性 交通環境に対する状況把握の正確さと、その状況のもとにおける判断・予測の仕⽅

及び安全運転に対する姿勢のあり⽅を調べる。 

認 知 ・ 処 理
機 能

判断・動作のタイミング 運転中における適切な速度感覚、タイミングを調べる。 機器操作反応をみる⽅
法 動作の正確さ 次々に起こる事態に対し、常に正しく迅速に的確な処置ができるか否かを調べる。

注意の配分 継続的に変化する事態に対する注意の配分、動作の円滑さを調べる。

体 ⼒ 特 性 疲労蓄積度 受診時の疲労の蓄積度合いを調べる。 質問紙法（選択回答）
睡眠時無呼吸症候群 睡眠時無呼吸症候群（SAS）のおそれの強さを調べる。 質問紙法（選択回答）

視 覚 機 能

動体視⼒（⽔平⽅向） 動いている物体に対する視認の能⼒を調べる。 視覚機能測定
眼球運動 眼球をすばやく正確に動かす能⼒を調べる。 視覚機能測定
周辺視野（視野の広さ） 中⼼と同時に周辺も広く⾒る能⼒を調べる。 視覚機能測定
夜間視⼒ 暗いところでの⾒え⽅及びまぶしさからくる視⼒の低下の回復⼒を調べる。 機器測定（夜間視⼒計）

 

★上記の項⽬を測定した結果を考慮して、⽇々の点呼や教育の
場において、運転者の教育に役⽴ててもらっています。

【講ずべき施策 フォローアップ表４.②】



NASVA

（４）適性診断業務実績

１．適性診断業務
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【講ずべき施策 フォローアップ表４.②】
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新たに運⾏管理者になろうとする者、及び運⾏管理者の業務を補助させる者
★必要な法令・実務等の基礎的な知識を習得させるために⾏う講習
※運⾏管理者試験の受験資格（実務経験1年以上に代わる資格）が付与される講習

① 基礎講習（義務）

運⾏管理者として選任されている者
★運⾏の安全確保に関する業務の⼀層の充実を図るために⾏う講習（2年毎に1回の受講義務）

事故を惹起した営業所の運⾏管理者
★安全意識の向上により事故の再発防⽌を図るために⾏う講習（より実践的な⼩集団による討議⽅式）

② ⼀般講習（義務）

③ 特別講習（義務） ｜講習実施⾵景｜

NASVA
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２．指導講習業務

指導講習においては、バス、ハイヤー、タクシー、トラックなど運送事業で使⽤する⾃動⾞の運
⾏の安全確保のため、運⾏管理者等を対象に運⾏管理の実務や関係法令、安全の確保に必要な管理
⼿法などの講習を⾏い、⾃動⾞事故の防⽌に万全を期そうとするものです。

現在、全国50⽀所において各講習を開催しており、講習を受講された運⾏管理者や運⾏管理者の
補助者等の⽅々の⽇々の業務に役⽴てていただいています。（１）指導講習の種類

実績︓Ｒ元年度（H30年度） 受講33,998（34,129）⼈ 対前年⽐９９％

実績︓Ｒ元年度（H30年度） 受講88,215（92,469）⼈ 対前年⽐９５％

実績︓Ｒ元年度（H30年度） 受講1,590（1,811）⼈ 対前年⽐８７％

【講ずべき施策の関連事項】フォローアップ表１.(1)②】

今後取り組むべき課題︓運転者教育の徹底等
施策︓講習等を通じてた、運転者に対する指導監督の徹底



NASVA
２．指導講習業務

（２）指導講習教材
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【講ずべき施策 フォローアップ表１.(3)⑥、2.②,③,④】

指導講習においては、⽇本で唯⼀認定を受けている運⾏管理者講習⽤テキストを、ＮＡＳＶＡ
のみならず、⺠間認定機関およそ１２０社に頒布し活⽤されています。
今後取り組むべき課題︓シートベルトの着⽤の徹底のための周知

施策︓シートベルトの着⽤効果を定量的に⽰し、実効性のある広報・啓発を実施

事故防⽌通達「貸切バスのシートベルトの着⽤の徹底について
（警察庁交企発第7号・国⾃安第247号(H28.2.3）」を掲載

今後取り組むべき課題︓飲酒運転・薬物運転根絶のための指導等の実施
施策︓飲酒運転・薬物運転根絶を啓発するセミナー等の受講促進

飲酒運転・薬物運転惹起事業者に対する指導内容と再発防⽌策を展開
ＡＳＫ等の講習会等の啓発

・飲酒運転根絶指導のための「今、ドライバーに必須のアルコール教育」（ＡＳＫ）を掲載
※NASVA職員はＡＳＫ認定講習を受講し指導講習の充実（Ｒ２.３末までに３４１名受講）

・ＤＶＤ教材「知って得する︕アルコールの基礎知識（ＡＳＫ制作）」を放映
・ＤＶＤ教材「点呼 ⽇々の安全運⾏のために（NASVA制作）」を放映し、点呼の重要性や

点呼時におけるアルコール検知器の使⽤義務等の啓発

今後取り組むべき課題︓アルコール依存症の危険性の周知
施策︓啓発ポスターを活⽤した周知の実施

「覚せい剤等薬物問題について」掲載し、覚せい剤の恐ろしさや使⽤に陥る動機などを周知

今後取り組むべき課題︓運転中の携帯電話・スマートフォンの使⽤禁⽌のガイドライン等の徹底周知
施策︓講習・セミナー等において、乗務中の携帯電話等の使⽤禁⽌の徹底

事故防⽌通達
「乗務中の携帯電話・スマートフォンの使⽤禁⽌の徹底について（国⾃安第145号H28.11.7）」を掲載



NASVA
２．指導講習業務

（２）指導講習教材

・事故統計を基にしたグラフや表を作成し、業態別事故発⽣の分析結果を掲載
・各業態別事故事例を掲載し原因分析、再発防⽌の対策（特別講習⽤テキストでは、演習⽤）を掲載
※地⽅教材を作成し、各地⽅運輸局管内の交通事事故統計を基にした事故発⽣状況を掲載し頒布

9

【講ずべき施策 フォローアップ表3.⑥、４.①、５.①】

今後取り組むべき課題︓健康起因事故の未然防⽌に必要な医学的知⾒を踏まえたガイドライン作成によるスクリーニング検査
の導⼊拡⼤し、運転不能に陥った場合の⾃動停⽌するシステムの早期実⽤化

施策︓セミナー等を通じた健康起因事故防⽌対策の周知

事業⽤⾃動⾞運転者の健康管理として健康起因事故のメカニズムなど運⾏管理者が知っておくべき基礎知識、
ＳＡＳスクリーニング検査、脳⾎管疾患対策ガイドライン（概要版）を掲載

今後取り組むべき課題︓⾼齢運転者の特徴を踏まえた対策の実施
施策︓⾼齢運転者の特徴を踏まえた対策の実施

職業ドライバーにおける年代別健康管理のポイントなどを「⾼齢運転者の健康問題」として掲載する
とともに、平成２８年度指導監督告指針に基づく⾼齢運転者の指導教育の取組事例等をテーマとした
ＤＶＤ教材「⾼齢運転者の安全運⾏のために」を制作し、平成２９年度の講習等から放映

今後取り組むべき課題︓モード毎や地域毎の特徴を捉えたきめ細やかな事故の分析とその結果に基づく適切な対策の実施
施策︓事故統計からの、モード毎の特徴の分析及び対策の検討を実施及び各業界の周知

・R 元年度実績 １２１社へ頒布
（基礎 20,716冊 ⼀般 30,050冊 特別 27冊）

・R ２年度実績（R2.１2⽉末まで） １１８社へ頒布
（基礎 18,715冊 ⼀般 32,267冊 特別 46冊）

（３）⺠間認定機関への教材頒布実績

事故統計グラフ⼀例 事故事例掲載の⼀例



（４）講習業務実績

NASVA
２．運⾏管理者等指導講習業務
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【講ずべき施策の関連事項】フォローアップ表１.(1)②】
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NASVA

11

３．運輸安全マネジメント関係業務

安全⾵⼟の確⽴に向け、本
社から現場まで全ての⼈が
⾃ら考え、主体的に取り組
む仕組み作りをサポート

運輸安全マネジメントに係る「コンサルティング」及び「シンポジウム・セミ
ナー・講習会」の2本の柱で⾃動⾞運送事業者の⽅々を⽀援しています。

なお、ＮＡＳＶＡは、「ガイドライン」「リスク管理（基礎）」、「内部監査
（基礎）」の各セミナーを、運輸安全マネジメント制度の浸透・定着に有効なセミ
ナーとして国⼟交通省の認定（国⼟交通省認定セミナー）を受けて実施していま
す。

【運輸安全マネジメント制度の⽬的】
経営トップが⾃ら全社的な安全性向上のための取組みを主導し、現場から安全に関

わる情報を継続的に経営に反映させながら、企業の安全⽂化の向上を図る

【NASVA安全マネジメント】



NASVA

（１）ＮＡＳＶＡ安全マネジメント・コンサルティング・講師派遣
◆安全マネジメント導⼊の機会をとらえ、個別企業を対象に安全マネジメントに関するコンサルティングを提供

・これまでに蓄積された事故防⽌サービスのノウハウを活⽤
・実施体制の整備（各⽀所にコンサルティング担当者の配置）
・運送事業者等に対して、ＮＡＳＶＡ職員による講師派遣を全国で実施

３．運輸安全マネジメント関係業務

講師派遣 運送事業者及び事業者団体等に対して、職員による講師派遣を実施。
安全マネジメント講習会の開催、トップセールスを重ねる都度、講師派遣依頼が増加している。
講師派遣は、簡易的に相⼿のニーズに合ったものを提供できることから好評で、効果があるとともに、コンサルに波及する実績もある。
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NASVA
３．運輸安全マネジメント関係業務
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① NASVA安全マネジメントセミナー
運送事業者経営者に対し、安全マネジメントの深度化、先進的な取組の
普及等に関する情報提供

NASVA安全マネジメントセミナー

（２）ＮＡＳＶＡ安全マネジメント

実績︓R元年度 第14回 10⽉ 9⽇ 受講者 1,004⼈
R２年度 第15回 10⽉20⽇ 受講者 640⼈

【講ずべき施策 フォローアップ表1.(1)① 】

今後取り組むべき課題︓運輸安全マネジメント制度の適⽤対象事業者の拡⼤、貸切バス事業者への運輸安全マネジメント評価の
重点的実施等、運輸安全マネジメント制度に係る取組の強化

施策︓⺠間機関等が実施するセミナーを国⼟交通省が認定する仕組み〔認定セミナー制度）を活⽤した、
運輸安全マネジメント制度の普及・啓発

令和２年度リーフレット
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社内で選任された内部監査員が安全マネジメントにおける内部監査（Ｐ-Ｄ-Ｃ-ＡサイクルのＣ）を
実施するための知識や監査⼿法を解説。その他、受講者参加のケーススタディを実施

③ 内部監査（基礎）セミナー

ガイドライン項⽬「事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活⽤」について、事故の再発防⽌に
関するリスク管理の必要性や事故等情報の収集・活⽤⽅法等について、具体的事例を交えながら
解説及びケーススタディを実施

※デジタコ、ドライブレコーダー等の活⽤⽅法及び危険予知トレーニングによる
事故防⽌教育⼿法や事故分析⼿法など、営業所等現場での活⽤⽅法の習得を⽬的としたセミナー

④ リスク管理（基礎）セミナー

認定セミナーＮＡＳＶＡテキスト

実績︓ R元年度（ H30年度） 開催 57（61）回 対前年⽐ ９３ ％
受講 1,021 （1,146）⼈ 対前年⽐ ８９％

実績︓ R元年度（ H30年度） 開催 67（73）回 対前年⽐ ９２％
受講 1,158（1,489）⼈ 対前年⽐ ７８％

【講ずべき施策 フォローアップ表1.(1)① 】

（２）ＮＡＳＶＡ安全マネジメント

② ガイドラインセミナー
ガイドライン全１４項⽬について、安全管理体制全般の構築・改善を推進するための取組の

ねらいや取組⽅法を項⽬毎に具体的事例を交えながら解説

実績︓R元年度（ H30年度） 開催 83（97）回 対前年⽐ ８６％
受講 1,908 （2,187）⼈ 対前年⽐ ８７％
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【受託業務内容】
貸切バス事業者の申請に基づく、各事業者の評価認定業務のうち安全性の確保に関しての現地訪問による評価認定審査に関して協⼒

【制度】
公益社団法⼈⽇本バス協会（以下「協会」という。）では、平成２３年度から貸切バス事業者安全性評価認定委員会を設⽴し、貸切バ

ス事業者の安全性に対する取組状況について評価・認定する「貸切バス事業者安全性評価認定制度（セーフティーバス制度）」 を開始
し、認定事業者を協会等のＨＰで公表している。

（３）貸切バス事業者安全性評価認定制度への協⼒

【受託業務内容】
貸切バス事業者に対して⺠間指定機関が実施する巡回指導業務の補助

【平成２８年１⽉に発⽣した軽井沢スキーバス事故を受け、平成２８年６⽉にとりまとめられた「安全・安⼼な貸切バスの運⾏を実現する
ための総合的な対策」における施策のひとつである「⺠間指定機関による適正化事業の活⽤」により、⺠間指定機関からの要請に応じ、安
全指導業務において蓄積した経験・知⾒を活⽤し、⾃動⾞の運⾏の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導業務として協⼒して
いくこととしている。

（４）貸切バス適正化事業への協⼒

実績︓R元年度 ５１０件、R２年度 ２０件※R2.1２末

令和２年度
※R2.12末

１０５件

３．運輸安全マネジメント関係業務 【講ずべき施策 フォローアップ表1.(3)①、(1)③ 】

今後取り組むべき課題︓利⽤者が優良事業者を選択するために必要な安全情報の提供
施策︓セーフティバス制度を充実し、利⽤の促進と周知を実施

今後取り組むべき課題︓事業者団体等による業界を挙げた事故防⽌、マナーアップの取組
施策︓貸切バス適正化機関と連携し、貸切バス事業の適正化を推進

実績

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

141 196 275 283 370

（令和2年3⽉末現在）
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（５）ドライブレコーダー映像を⽤いた危険予知トレーニング教材「ドライブレコーダーＫＹＴ－Ⅰ〜Ⅴ」
◆「どのような危険が潜んでいるか」、「その危険を回避するためにはどのような運転を

すればよいか」等を考える教育⽅法
ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を⽤いて、より臨場感
のある危険予知トレーニング教材（ＤＶＤ・ＣＤ・解説テキスト）を作成している。

実績︓R元年度（ H30年度）2,010（966）件 対前年⽐ ２０８ ％

３．運輸安全マネジメント関係業務 【講ずべき施策 フォローアップ表 5.② 、 1.(1)① 】

今後取り組むべき課題︓ドライブレコーダー映像等、事業者が保有する情報を活⽤した運転特性や運転技能の確認及び研修の実施等
指導監督の徹底

施策︓講習・セミナー等における「ドライブレコーダーの映像を活⽤した指導・監督マニュアル」の周知

（６）運輸安全マネジメント評価の実施結果

今後取り組むべき課題︓運輸安全マネジメント制度の適⽤対象事業者の拡⼤、貸切バス事業者への運輸安全マネジメント評価の
重点的実施等、運輸安全マネジメント制度に係る取組の強化

施策︓講習・セミナー等における「ドライブレコーダーの映像を活⽤した指導・監督マニュアル」の周知

◆平成21年10⽉16⽇付の国交省通達「⾃動⾞運送事業者における運輸安全
マネジメント等の実施について」の規定に基づき第三者評価機関の申請を
⾏い、同⽉26⽇付で運輸安全マネジメント評価を⾏うことができる第三者
機関として認定を受けたものである。
評価の実施体制
• 評価実施主体︓全国９主管⽀所で実施
• 評価員（NASVA安全評価員）

⾃動⾞運送事業の遂⾏に必要 な法令に関する知識を有する者を選任
• 評価対象事業者

全事業者（依頼のあった事業者）
• 評価⽅法:書⾯による事前調査と事業所訪問による現地調査

令和２年度
※R2.12末

６０５件

バス
事業者

ﾀｸｼｰ
事業者

ﾄﾗｯｸ
事業者 その他 計

平成27年度 10 1 2 0 13
平成28年度 9 1 3 0 13
平成29年度 11 0 0 0 11
平成30年度 12 1 0 0 13
令和1年度 2 0 0 0 2

合計 44 3 5 0 152 
（令和2年3⽉末現在）

※合計には平成26年度以前実績(100件)も含む


